
協議事項５

新型コロナウイルス感染症対策に係る今後の対応について

新型コロナウイルス感染症対策に係る今後の対応について、協議事項として以下の

とおり提案する。
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「慣らし期間」における取り組み等について 

１．慣らし期間 

・６月１日から 12 日まで（特別支援学校は６月 26 日まで）慣らし期間を設定し、以下のと

おり分散登校を実施

〔幼稚園〕学級を２つに分割校するなどして隔日に登園し、午前中のみ保育を実施。

〔小学校〕学級を２つに分割して隔日に登校。

６月１日（月曜）から８日（月曜）までは午前中のみ（４時間目まで）、 

６月９日（火曜）から 12 日（金曜）までは５時間目まで授業を実施。 

〔中学校〕学級を２つに分割し、午前と午後に分けて毎日登校。 

午前・午後３時間ずつ授業を実施。 

〔高等学校・全日制〕 

学級を２つに分割校するなどし、午前と午後の分散登校又は隔日登校を実施。   

〔高等学校・定時制〕 

教室における授業は 20名以内とし、必要な場合は分散登校を実施。 

〔特別支援学校〕※６月 26 日まで 

学級を 2つに分割して隔日に登校。 

６月１日（月曜）から 12日（金曜）までは午前中のみ、 

６月 15 日（月曜）から 26 日（金曜）までは午後も授業を実施。 

２．再開後の学校活動 

（１）感染防止対策の徹底

・家庭での検温の実施や風邪症状がみられる場合に登校させないことを徹底

・こまめな手洗いとマスクの着用を徹底（気温が高い時期の登下校時や体育の授業等ではマ

スクの着用は必要なし）

・多くの児童生徒等が手を触れる箇所を１日１回以上消毒

・換気の徹底や児童生徒間の距離の確保、近距離での会話や大声での発生を控える など

（２）学習指導

・休業期間に課した学習課題を回収し、家庭学習の状況把握を行う。

・教育委員会事務局で示したスタートプランを参考に各校において年間指導計画を作成し、

授業を行う。

（３）学校給食

〔小学校〕６月９日から 12日までパン・牛乳等の簡易給食。６月 15日から通常通り提供 

〔中学校〕６月１日から申込者に提供 

〔特別支援学校〕６月 15日から提供 
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（４）部活動

  〔中学校〕６月１日から 14日：実施せず 

６月 15日から 30日：平日２時間、週休日（土・日）３時間を上限に、 

週３日の休養日を設けて実施 

  〔高等学校〕６月１日から 14日：１日 90分まで、平日２日、週休日１日を上限に実施 

６月 15日から 21日：１日２時間程度、平日３日、週休日１日を上限に実施 

６月 22日から 28日：平日２時間程度、週休日３時間程度、 

平日４日、週休日１日を上限に実施 

（５）児童生徒の心のケア

・学校再開に際して順次、児童生徒及び保護者を対象に、体調や生活リズムの変化等を確認

する生活アンケートを実施。その結果を教職員とスクールカウンセラーの間で共有すると

ともに、個別の状況に応じて面談等によりきめ細かな対応を行う。
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ICTを活用した生活困窮者学習支援事業について 

（概要） 
 休校期間が長引き、家庭での学習状況がそのまま学習の格差につながることから、特に経
済的に厳しい中学 3 年生への支援として、福祉局くらし支援課の事業として、大学生と生
活困窮世帯の中学 3 年生を直接オンラインでつなぐ個別同時双方向型の学習支援を行う。 

・大学生講師の選定状況（兵庫県または大阪府在住）
5 月 15 日募集開始後、1週間（～24日）で 260 名の応募があり、順次コマ数の多い者から
面接・研修を行い、最終 55 名を選定。
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・受講生の状況（6 月 11日時点）
5 月 15 日募集開始後、6月 7日締切り時点で 111件の申込。うち最終確認後 101 名を登録。

・6月 5 日より順次、個別同時双方向型の学習支援を開始
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（令和2年6月12日 午前0時00分更新分）
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